
 

～１２月はハラスメント撲滅月間です～ 

   

   ハラスメントでお困りの 

   

の皆さん                             

にご相談ください！ 

開設期間：令和７年 12 月１日（月）～令和 7 年 12 月 26 日（金） 

 

 

                      

                           

           

               

    

兵庫労働局ハラスメント対応特別相談窓口 

受付時間  ９時 00 分～17 時 00 分 

※時間をかけて、丁寧にご相談に対応しています。 

できるだけお早めにお電話またはご来庁ください。 

電話番号   078-367-0820 

場  所   神戸市中央区東川崎町１－１－３（クリスタルタワー15 階） 

兵庫労働局 雇用環境・均等部 指導課   

職場のパワハラ、セクハラ、いわゆるマタハラの相談のほか、就職活動中の学生等からのハラスメ

ント相談、取引先や顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）に関する相談に

も対応します。 

労働者 企業担当者 

就職活動中の学生 インターンシップ中の方 求職者 

こ
ん
な
お
悩
み
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？ 


